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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

８３

規

則

○
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）…
一

規

則
（
人
）

○
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
二

規

則
（
公
）

○
警
視
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

通

達

○
「
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
運
用
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
人
事
委
員
会
）…
五

規

則

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
八
号

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
１
の
部
⑴
の
項
ア
中
「
刑
事
総
務
課
」
の
下
に
「
、
特
別
捜
査
課
」
を
、
「
捜
査
第
三
課
」
の

下
に
「
、
犯
罪
収
益
対
策
課
、
国
際
犯
罪
対
策
課
、
暴
力
団
対
策
課
、
薬
物
銃
器
対
策
課
」
を
加
え
、

「
、
組
織
犯
罪
対
策
総
務
課
、
犯
罪
収
益
対
策
課
、
国
際
犯
罪
対
策
課
、
暴
力
団
対
策
課
、
薬
物
銃
器

対
策
課
」
及
び
「
、
警
視
庁
組
織
犯
罪
対
策
特
別
捜
査
隊
」
を
削
り
、
同
項
ウ
中
「
捜
査
第
三
課
」
の

下
に
「
、
薬
物
銃
器
対
策
課
」
を
加
え
、
「
、
薬
物
銃
器
対
策
課
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
警

視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り

支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、

二
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら

始
ま
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

規

則
（
人
）

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八
ロ
の
部
一
の
項
中
「第

一
方
面
本
部
副
本
部
長
の
う
ち
総
合
調
整
を
担
当
す
る
も
の

」
を
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「第
一
方
面
本
部
副
本
部
長
の
う
ち
総
合
調
整
を
担
当
す
る
も
の

匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
の
理
事
官
の
う
ち
総
合
調
整
を
担
当
す
る
も
の

」
に
改
め
、

同
部
二
の
項
中
「生

活
安
全
特
別
捜
査
隊
長

組
織
犯
罪
対
策
特
別
捜
査
隊
長

」
を
「生

活
安
全
特
別
捜
査
隊
長

」
に
、
「地

域
部

理
事
官
の
う
ち
通
信
指
令
本
部
に
お
け
る
総
合
調
整
を
担
当
す
る
も
の

」
を
「地

域
部
理
事
官
の
う
ち

刑
事
部
理
事
官
の
う
ち

通
信
指
令
本
部
に
お
け
る
総
合
調
整
を
担
当
す
る
も
の

特
別
捜
査
課
に
お
け
る
総
合
調
整
を
担
当
す
る
も
の

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員

会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
部
十四
の
項
中
「
警
視
庁
組
織
犯
罪
対
策
特
別
捜
査
隊
」
を
削
り
、
「
警
視
庁
特
殊
詐
欺
対

策
本
部
」
を
「
警
視
庁
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
公
）

警
視
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
９
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１３号

警
視
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条
警
視
庁
組
織
規
則
（
昭
和
４７年

４
月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
４７条

の
６
」
を
「
第
４７条

」
に
改
め
る
。

第
２
条
第
１
項
の
表
刑
事
部
の
項
中
「
刑
事
総
務
課
」
を

「刑
事
総
務
課

特
別
捜
査
課

」に
、
「
捜
査
第
三

課
」
を

「捜
査
第
三
課

犯
罪
収
益
対
策
課

国
際
犯
罪
対
策
課

暴
力
団
対
策
課

薬
物
銃
器
対
策
課

」 に
改
め
、
組
織
犯
罪
対
策
部
の
項
を
削
る
。

第
２８条

中
第
７
号
を
第
９
号
と
し
、
第
６
号
を
第
７
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑻
警
視
庁
公
安
捜
査
監
督
指
導
室
（
以
下
「
公
安
捜
査
監
督
指
導
室
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

第
２８条

中
第
５
号
を
第
６
号
と
し
、
第
４
号
を
第
５
号
と
し
、
第
３
号
を
第
４
号
と
し
、
第
２
号

の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑶
公
安
警
察
の
取
締
り
の
適
正
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

第
３５条

中
第
８
号
を
第
１０号

と
し
、
第
７
号
の
次
に
次
の
２
号
を
加
え
る
。

⑻
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１１年

法
律
第
１３６

号
。
以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。
）
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
分
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

⑼
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１１年

法
律
第
１３７号

）
の
指
導
に
関

す
る
こ
と
。

第
３６条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
特
別
捜
査
課
の
分
掌
事
務
）

第
３６条

特
別
捜
査
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
特
殊
詐
欺
及
び
Ｓ
Ｎ
Ｓ
型
投
資
・
ロ
マ
ン
ス
詐
欺
に
関
す
る
事
件
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
刑
事
部
長
が
命
じ
た
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
３８条

中
第
３
号
を
削
り
、
第
４
号
を
第
３
号
と
し
、
第
５
号
か
ら
第
８
号
ま
で
を
削
り
、
第
９

号
を
第
４
号
と
し
、
第
１０号

を
第
５
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹
警
視
庁
知
能
犯
捜
査
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
知
能
犯
捜
査
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

第
３８条

中
第
１１号

を
第
７
号
と
し
、
第
１２号

を
削
る
。

第
４０条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
犯
罪
収
益
対
策
課
の
分
掌
事
務
）

第
４０条

犯
罪
収
益
対
策
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
犯
罪
収
益
に
係
る
総
合
的
対
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
に
規
定
す
る
不
法
収
益
等
及
び
犯
罪
収
益
等
並
び
に
国
際
的
な
協
力
の

下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精

神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
９４号

）
に
規
定
す
る
薬
物
犯
罪

収
益
等
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１９年

法
律
第
２２号

）
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の
電
子
決
済
シ
ス
テ
ム
の
不
正
利
用
に
係
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す

る
こ
と
（
他
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
４０条

の
次
に
次
の
３
条
を
加
え
る
。

（
国
際
犯
罪
対
策
課
の
分
掌
事
務
）

第
４０条

の
２

国
際
犯
罪
対
策
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
国
際
犯
罪
組
織
に
係
る
総
合
的
対
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
国
際
捜
査
共
助
及
び
国
際
犯
罪
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
国
際
犯
罪
組
織
に
係
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

⑷
国
際
犯
罪
組
織
に
係
る
実
態
解
明
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
在
留
外
国
人
に
係
る
総
合
的
対
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
暴
力
団
対
策
課
の
分
掌
事
務
）

第
４０条

の
３
暴
力
団
対
策
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
暴
力
団
そ
の
他
犯
罪
組
織
に
係
る
総
合
的
対
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
分

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

⑵
暴
力
団
そ
の
他
犯
罪
組
織
に
係
る
実
態
解
明
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

⑶
暴
力
団
そ
の
他
犯
罪
組
織
に
係
る
資
料
の
収
集
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
暴
力
団
そ
の
他
犯
罪
組
織
に
係
る
排
除
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
暴
力
団
そ
の
他
犯
罪
組
織
に
係
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
分
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

⑹
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７７号

）
に
関

す
る
こ
と
。

⑺
東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２３年

東
京
都
条
例
第
５４号

）
に
関
す
る
こ
と
。

（
薬
物
銃
器
対
策
課
の
分
掌
事
務
）

第
４０条

の
４
薬
物
銃
器
対
策
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
薬
物
及
び
銃
器
に
係
る
総
合
的
対
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
薬
物
事
犯
及
び
銃
器
事
犯
に
係
る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
薬
物
事
犯
及
び
銃
器
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
４７条

の
２
か
ら
第
４７条

の
６
ま
で
を
削
る
。

第
５７条

の
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
５７条

の
４
削
除

第
６４条

の
７
を
第
６４条

の
８
と
し
、
第
６４条

の
６
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
公
安
捜
査
監
督
指
導
室
）

第
６４条

の
７
公
安
部
公
安
総
務
課
に
公
安
捜
査
監
督
指
導
室
を
附
置
す
る
。

２
公
安
捜
査
監
督
指
導
室
は
、
警
備
犯
罪
、
外
事
関
係
法
令
違
反
事
件
等
の
取
締
り
に
係
る
監
督

及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

３
公
安
捜
査
監
督
指
導
室
に
係
を
置
く
。
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第
６４条

の
８
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
知
能
犯
捜
査
セ
ン
タ
ー
）

第
６４条

の
９

刑
事
部
捜
査
第
二
課
に
知
能
犯
捜
査
セ
ン
タ
ー
を
附
置
す
る
。

２
知
能
犯
捜
査
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
知
能
犯
罪
の
告
訴
（
告
発
）
事
件
の
調
整
及
び
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
詐
欺
（
他
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
背
任
及
び
横
領
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査
に

関
す
る
こ
と
。

⑶
通
貨
及
び
公
債
の
偽
造
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
不
動
産
侵
奪
及
び
境
界
毀
損
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
名
誉
及
び
信
用
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
他
の
分
掌
に
属
し
な
い
特
別
法
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

３
知
能
犯
捜
査
セ
ン
タ
ー
に
係
を
置
く
。

第
６９条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
６９条

削
除

第
７１条

第
３
項
中
「
、
生
活
安
全
特
別
捜
査
隊
及
び
組
織
犯
罪
対
策
特
別
捜
査
隊
」
を
「
及
び
生

活
安
全
特
別
捜
査
隊
」
に
改
め
る
。

第
７２条

第
８
項
中
「
職
務
質
問
指
導
室
」
の
次
に
「
、
公
安
捜
査
監
督
指
導
室
」
を
、
「
特
命
捜

査
対
策
室
」
の
次
に
「
、
知
能
犯
捜
査
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
捜
査
指
導
室
及

び
組
織
犯
罪
対
策
情
報
分
析
室
」
を
「
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
捜
査
指
導
室
」
に
改
め
る
。

第
７３条

第
４
項
中
「
、
組
織
犯
罪
対
策
特
別
捜
査
隊
」
を
削
る
。

第
８１条

の
見
出
し
を
「
（
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
）
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項

中
「
警
視
庁
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
を
「
警
視
庁
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
」
に
、

「
「
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
」
を
「
「
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
」
」
に
改
め
、
同

条
第
２
項
中
「
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
を
「
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
」
に
、
「
特

殊
詐
欺
対
策
に
」
を
「
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
に
」
に
改
め
る
。

第
８５条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
本
部
長
等
）

第
８５条

方
面
本
部
、
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
本
部
に
本
部
長
を
置
く
。

２
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
に
対
策
監
を
置
く
。

３
方
面
本
部
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
本
部
に
副
本
部
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

４
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
に
参
事
官
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５
方
面
本
部
、
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
本

部
に
理
事
官
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
８６条

及
び
第
８７条

中
「
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
を
「
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本

部
」
に
改
め
る
。

（
警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２
条
警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
５
年
２
月
２
日
東
京
都
公
安
委
員
会

規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
２
項
第
１
号
エ
中
「
刑
事
特
別
捜
査
係
に
限
る
。
）
」
の
次
に
「
、
特
別
捜
査
課
」
を
、

「
捜
査
第
三
課
」
の
次
に
「
、
犯
罪
収
益
対
策
課
、
国
際
犯
罪
対
策
課
、
暴
力
団
対
策
課
、
薬
物
銃

器
対
策
課
」
を
加
え
、
「
機
動
分
析
第
一
係
、
機
動
分
析
第
二
係
及
び
分
析
捜
査
係
」
を
「
機
動
第

一
係
、
機
動
第
二
係
、
分
析
第
二
係
、
支
援
第
一
係
、
支
援
第
二
係
、
支
援
第
三
係
及
び
支
援
第
四

係
」
に
改
め
、
同
号
カ
を
削
る
。

第
３
条
第
３
号
中
「
、
生
活
安
全
部
及
び
組
織
犯
罪
対
策
部
」
を
「
及
び
生
活
安
全
部
」
に
改
め

る
。第
３
条
の
２
第
２
号
中
「
、
生
活
安
全
部
（
生
活
安
全
総
務
課
を
除
く
。
）
及
び
組
織
犯
罪
対
策

部
」
を
「
及
び
生
活
安
全
部
（
生
活
安
全
総
務
課
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

（
警
視
庁
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
３
条
警
視
庁
国
有
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
４０年

１２月
１０日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
４
条
第
１
項
第
３
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑶
警
視
庁
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
参
事
官

第
４
条
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑷
警
視
庁
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
本
部
副
本
部
長

（
警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
４
条

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
３８年

８
月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則

第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
中
「
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
を
「
匿
名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー
プ
対
策
本
部
」
に
改
め
る
。

（
東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
５
条

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
（
平
成
２３年

７
月
１５日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
７

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１０号

（
裏
）
及
び
別
記
様
式
第
１１号

（
裏
）
中
「
警
視
庁
組
織
犯
罪
対
策
部
暴
力
団

対
策
課
」
を
「
警
視
庁
刑
事
部
暴
力
団
対
策
課
」
に
改
め
る
。

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
１０月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
（
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
１０号

に
よ
る
中
止
命
令
書
及
び
別
記
様
式
第
１１号

に
よ
る

再
発
防
止
命
令
書
で
、
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
暴
力
団

排
除
条
例
施
行
規
則
別
記
様
式
第
１０号

に
よ
る
中
止
命
令
書
及
び
別
記
様
式
第
１１号

に
よ
る
再
発
防

止
命
令
書
と
み
な
す
。

３
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
旧
規
則
別
記
様
式
第
１０号

及
び
別
記
第
１１号

様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現

に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

通

達
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